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           進路指導部通信 
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          ※禁無断転載※ 

 

進路決定率

6７．６％ 
2/8現在 

 

色んなイベント続々開催！もちろん多くの学校でオープンキャン

パスも予定されています！ 

進路だよりオンライン版からは各チラシをクリックするとイベント

詳細ページに飛びますよ 

https://www.jinji.go.jp/okinawa/koukousemina.html
https://ryoushi.jp/fair/
https://bokujob.com/event/
http://www.kumejima-h.open.ed.jp/r4/pdf/tusin/mitishirube2022_17.pdf
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/shinsotu/_120988.html


 

      

令和 3 年 3 月卒業 

募集！都内の建設会社で 2泊 3日のインターンシップ 

対 象  
県外の建設会社に就職を希望する

2年生 各校 2名 
（応募多数の場合は 

1月のガイダンスで同社ブース訪問者優先） 
 

費 用 

無料（航空券や宿泊費用は企業が負担） 

 

日 程 
入試期間・春休み等で調整 

 

興味のある生徒は→ 
進路室 就職担当まで 

内定を獲得した皆さん、おめでとうございます。 

4 月から正社員として働くことになった皆さんに、知っておいて欲しいことがあります。

「正社員の副業
ふくぎょう

・兼業
けんぎょう

※1」についてです。 

正社員がアルバイト等をすること自体は法律違反ではありませんが、日本で社員のアルバイト等を認めて

いる企業は 3 割程度にすぎません（「兼業・副業に対する個人の意識調査（2019）(株)リクルートキャリア）。厚生労働省の「副

業・兼業の促進に関するガイドライン」には、「副業・兼業を希望する場合にも、まず、自身が勤めている企

業の副業・兼業に関するルール（労働契約、就 業
しゅうぎょう

規則
き そ く

※2 等）を確認し、そのルールに照らして、業務内容

や就業時間等が適切な副業・兼業を選択する必要がある」と記載されています。規則に違反してアルバイト等

をしていることが発覚した場合、解雇（いわゆる「クビ」）になる可能性もありますし、仕事の内容によって

は、情報漏洩として法律に触れる可能性も出てきます。また、アルバイトすること自体に問題がない場合で

も、アルバイトでの年間収入が 20 万円を超える場合は、税務署での確定申告手続きが必要となるなど、様々

なルールがあります。社会に出たら「知らなかったから。もう辞めるし！」では済まされません。くれぐれも

事前にしっかりと確認をおこない、慎重に行動するようにしてください。 

 

※1 副業・兼業=正社員として従事する「本業」以外の仕事－例えば本業が休みの日にするアルバイト等－のこと 

※2 就業規則=給与や休日、退職等について、会社や従業員が守るべきルールを定めたもの 

https://www.omtecinc.co.jp/jobs/recruit/
https://www.omtecinc.co.jp/jobs/recruit/#movie
https://www.recruitcareer.co.jp/news/pressrelease/2020/200324-01/
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000665413.pdf

